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１．概要  

１．１  設計の基本方針  

  「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」

（以下「事業指定基準規則」という。）第三十一条では，以

下の要求がされている。  

 

（地震による損傷の防止）  

第三十一条  重大事故等対処施設は，次に掲げる施設の区分

に応じ，それぞれ次に定める要件を満たすものでなければ

ならない。  

一  常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設   基準地震動による地震力に対して重大

事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれ

がないものであること。  

二  常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設  第七条第

二項の規定により算定する地震力に十分に耐えることが

できるものであること。  

２  前項第一号の重大事故等対処施設は，第七条第三項の地

震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそ

れがないものでなければならない。  
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（解釈）  

１  第 31条の適用に当たっては，本規程別記２に準ずるもの

とする。  

２  第１項第２号に規定する「第七条第二項の規定により算

定する地震力」とは，本規程別記２第７条第２項から第４

項までにおいて，当該常設重大事故等対処設備が代替する

機能を有する設計基準事故に対処するための設備が属する

耐震重要度分類のクラスに適用される地震力と同等のもの

をいう。  

 

適合のための設計方針  

第１項について  

重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重

大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏ま

えて「１．設備分類」のとおり分類し，設備分類に応じて

「２．設計方針」に示す設計方針に従って耐震設計を行う。

耐震設計において適用する地震動及び当該地震動による地

震力等については，安全機能を有する施設のものを設備分

類に応じて適用する。  

なお，「２．設計方針」の (１ )及び (２ )に示す設計方針が，

それぞれ第１項の第一号及び第二号の要求事項に対応する

ものである。  

１．設備分類  

重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故が発生し
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た場合において，対処するために必要な機能を有する設備

であって常設のもの。  

 (１ ) 常設耐震重要重大事故等対処設備  

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設（Ｓク

ラスに属する施設）に属する安全機能を有する施設が有す

る機能を代替するもの。  

 (２ ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備  

常設重大事故等対処設備であって， (１ )以外のもの。  

 

 ２．設計方針  

 (１ ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設  

基準地震動による地震力に対して，重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計

する。  

 (２ ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設  

代替する機能を有する安全機能を有する施設の耐震重要

度分類のクラスに適用される地震力に対し十分に耐えるこ

とができるように設計する。  

代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対

処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐震

重要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件
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を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆

への影響の程度に応じて分類し，その地震力に対し十分に

耐えることができるように設計する。  

 

上記設計において適用する動的地震力は，水平２方向及

び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算定す

る。  

また，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設

耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対

処設備の波及的影響によって，重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なわないように設計する。  

【補足説明資料 1-1】  

【補足説明資料 1-2】  

 

 第２項について  

重大事故等対処施設周辺においては，基準地震動による

地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能

に影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面はな

い。  
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２．重大事故等対処施設の耐震設計 

２．１ 重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針 

重大事故等対処施設について，安全機能を有する施設の耐震設計におけ

る動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し，重大事故等対処

施設の構造上の特徴，重大事故等時における運転状態及び重大事故等の状

態で施設に作用する荷重等を考慮し，適用する地震力に対して重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的として，

以下のとおり耐震設計を行う。 

(１) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，

基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがないように設計する。 

(２) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設は，代替する機能を有する安全機能を有す

る施設が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に対し十分

に耐えることができるように設計する。 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備

は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐震重要度の分類方針に

基づき，重大事故等対処時の使用条件を踏まえて，当該設備の機能喪失

により放射線による公衆への影響の程度に応じて分類し，その地震力に

対し十分に耐えることができるように設計する。 

【補足説明資料2-6】 

(３) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に

ついては，基準地震動による地震力が作用した場合においても，接地圧

に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設
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備が設置される重大事故等対処施設については，(２)に示す常設重大事故

等対処設備に適用される地震力が作用した場合においても，接地圧に対

する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

(４) 重大事故等対処施設に適用する動的地震力は，水平２方向及び鉛直方

向について適切に組み合わせて算定するものとする。 

(５) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の

周辺斜面は，基準地震動による地震力に対して，重大事故等の対処に必

要な機能へ影響を及ぼすような崩壊を起こすおそれがないものとする。 

(６) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，

Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の

常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大

事故等対処設備の波及的影響によって，重大事故等に対処するために必

要な機能を損なわれるおそれがないように設計する。 

(７) 緊急時対策所の耐震設計の基本方針については，「２．５ 緊急時対

策所の耐震設計」に示す。 

 

２．２ 重大事故等対処施設の設備分類 

重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処

するために必要な機能及び設置状態を踏まえて，以下の区分に分類する。 

 (１) 常設重大事故等対処設備 

   重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故が発生した場合におい

て，対処するために必要な機能を有する設備であって常設のもの。 

ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設（Ｓクラスに属する

施設）に属する安全機能を有する施設が有する機能を代替するもの。 
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ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記ａ．以外のもの。 

上記に基づく重大事故等対処施設の設備分類について第２－１表に示す。 

なお，第２－１表には，重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の

支持機能が損なわれないことを確認する地震力についても併記する。 

【補足説明資料2-2】 

 

２．３ 地震力の算定方法 

重大事故等対処施設の耐震設計に用いる地震力の算定方法は，以下のと

おり適用する。 

【補足説明資料2-4】 

２．３．１ 静的地震力 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設について，「安全審査 整理資料 第７条：地

震による損傷の防止」の「２．１．４．１ 静的地震力」に示すＢクラス

又はＣクラスの施設に適用する地震力を適用する。 

 

２．３．２ 動的地震力 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設につ

いて，「安全審査 整理資料 第７条：地震による損傷の防止」の「２．

１．４．２ 動的地震力」に示す基準地震動による地震力を適用する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設のうち，Ｂクラス施設の機能を代替する施設で

あって共振のおそれのある施設については，「安全審査 整理資料 第７

条：地震による損傷の防止」の「２．１．４．２ 動的地震力」に示す共
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振のおそれのあるＢクラス施設に適用する地震力を適用する。 

また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備

で，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備のうち，

Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事故等対処設備に適用する地震力を適

用する。 

なお，重大事故等対処施設のうち，安全機能を有する施設の基本構造

と異なる施設については，適用する地震力に対して，要求される機能及

び構造健全性が維持されることを確認するため，当該施設の構造を適切

にモデル化した上での地震応答解析，加振試験等を実施する。 

【補足説明資料2-3】 

 

２．４ 荷重の組合せと許容限界 

重大事故等対処施設に適用する荷重の組合せと許容限界は，以下による

ものとする。 

２．４．１ 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

 (１) 建物・構築物 

 ａ．運転時の状態 

「安全審査 整理資料 第７条：地震による損傷の防止」の「２．１．

５．１ 耐震設計上考慮する状態」の「(１) 建物・構築物」に示す「ａ．

運転時の状態」を適用する。 

 ｂ．重大事故等時の状態 

再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態

で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態。 
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 ｃ．設計用自然条件 

   「安全審査 整理資料 第７条：地震による損傷の防止」の「２．１．

５．１ 耐震設計上考慮する状態」の「(１) 建物・構築物」に示す「ｂ．

設計用自然条件」を適用する。 

 (２) 機器・配管系 

 ａ．運転時の状態 

   「安全審査 整理資料 第７条：地震による損傷の防止」の「２．１．

５．１ 耐震設計上考慮する状態」の「(２) 機器・配管系」に示す「ａ．

運転時の状態」を適用する。 

 ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態 

   「安全審査 整理資料 第７条：地震による損傷の防止」の「２．１．

５．１ 耐震設計上考慮する状態」の「(２) 機器・配管系」に示す「ｂ．

運転時の異常な過渡変化時の状態」を適用する。 

 ｃ．設計基準事故時の状態 

   「安全審査 整理資料 第７条：地震による損傷の防止」の「２．１．

５．１ 耐震設計上考慮する状態」の「(２) 機器・配管系」に示す「ｃ．

設計基準事故時の状態」を適用する。 

ⅾ．重大事故等時の状態 

   再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態

で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態。 

 

２．４．２ 荷重の種類 

 (１) 建物・構築物 

ａ．再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，  

すなわち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧 
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 ｂ．運転時の状態で施設に作用する荷重 

 ｃ．重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 ｄ．積雪荷重及び風荷重 

   ただし，運転時及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重には，

機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地震

時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれるものとする。 

 (２) 機器・配管系 

 ａ．運転時の状態で施設に作用する荷重 

 ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

 ｃ．設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

 ⅾ．重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

   ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している

荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外

に設置される施設については，建物・構築物に準じる。 

 

２．４．３ 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

 (１) 建物・構築物 

ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，

土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び運転時の状態で施設に作用する

荷重と基準地震動による地震力とを組み合わせる。 

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，

土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作
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用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがある事象によ

って作用する荷重と基準地震動による地震力とを組み合わせる。 

 ｃ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，

土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作

用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがない事象によ

る荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率

の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動又は弾性設計用地震動によ

る地震力）と組み合わせる。この組み合わせについては，事故事象の発

生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総

合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考

慮した上で設定する。 

 ⅾ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用して

いる荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），運転時の状態で施設

に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と，弾性設計用地震動による地震

力又は静的地震力とを組み合わせる。 

   なお，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地

震動による地震力，弾性設計用地震動による地震力と組み合わせる場合

は，当該地震時の土圧及び水圧とする。 

 (２) 機器・配管系 

ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系については，常時作用している荷重及び運転時の状態で施

設に作用する荷重と基準地震動による地震力とを組み合わせる。 

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の
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機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の異常な過

渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施

設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがある

事象によって作用する荷重と基準地震動による地震力とを組み合わせ

る。 

ｃ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の異常な過渡

変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に

作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがない事象に

よる荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確

率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動又は弾性設計用地震動に

よる地震力）と組み合わせる。この組み合わせについては，事故事象の

発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，

総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も

考慮した上で設定する。 

ⅾ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，常時作用して

いる荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重及び運転時の異常な過渡

変化時の状態と弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力とを組み

合わせる。 

   なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪

荷重及び風荷重を組み合わせる。 

【補足説明資料2-5】 

 (３) 荷重の組合せ上の留意事項 

ａ．ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の荷重の組合せ状態と比較
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して明らかに厳しいことが判明している場合には，その他の荷重の組合

せ状態での評価は行わないことがある。 

ｂ．設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該

部分の支持機能を確認する場合においては，支持される施設の設備分類

に応じた地震力と常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重及び重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

ｃ．積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による

受圧面積が小さい施設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割

合が無視できる施設を除き，地震力との組み合わせを考慮する。 

ⅾ．風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設

のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような

構造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組み合わせを考慮す

る。 

ｅ．重大事故等時の状態で施設に作用する荷重の組み合わせにおける，地

震によって引き起こされるおそれがある事象又は地震によって引き起こ

されるおそれがない事象については，「安全審査 整理資料 第33条：

重大事故等対処設備」の「第２－１表 主要な重大事故等対処設備の設

備分類」の重大事故等の要因事象に示す。 

ｆ．重大事故等時の状態で施設に作用する荷重は，「安全審査 整理資料 

第33条：重大事故等対処設備」の「２．３ 環境条件等」の「(１) 環境

条件」の「ｃ．重大事故等時における環境条件」に示す条件を考慮する。 

ｇ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備で，

代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備のうち，

Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事故等対処設備に係る機器・配管系
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の荷重の組合せを適用する。 

２．４．４ 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は

次のとおりとし，安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥

当性が確認されている許容応力を用いる。 

 (１) 建物・構築物 

 ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物は，「安全審査 整理資料 第７条：地震による損傷の防

止」の「２．１．５．４ 許容限界」の「(１) 建物・構築物」の「ａ．

Ｓクラスの建物・構築物」に示す「(ａ) 基準地震動による地震力との組

合せに対する許容限界」を適用する。 

 ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の建物・構築物は，「安全審査 整理資料 

第７条：地震による損傷の防止」の「２．１．５．４ 許容限界」の

「(１) 建物・構築物」に示す「ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築

物」を適用する。 

ｃ．設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物は，上記

ａ．を適用するほか，建物・構築物が，変形等に対してその支持機能を損

なわれないものとする。なお，当該施設を支持する建物・構築物の支持機

能を損なわれないことを確認する際の地震力は，支持される施設に適用さ

れる地震力とする。 

ｄ．建物・構築物（屋外重要土木構造物である洞道を除く）の保有水平

耐力は，「安全審査 整理資料 第７条：地震による損傷の防止」の

「２．１．５．４ 許容限界」の「(１) 建物・構築物」に示す「ｃ．

建物・構築物の保有水平耐力」を適用する。 
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 (２) 機器・配管系 

 ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系は，「安全審査 整理資料 第７条：地震による損傷の防

止」の「２．１．５．４ 許容限界」の「(２) 機器・配管系」の「ａ．

Ｓクラスの機器・配管系」に示す「(ａ) 基準地震動による地震力との組

合せに対する許容限界」を適用する。 

 ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の機器・配管系は，「安全審査 整理資料 

第７条：地震による損傷の防止」の「２．１．５．４ 許容限界」の

「(２) 機器・配管系」に示す「ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管

系」を適用する。 

また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備で，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備

のうち，Ｓクラスの施設はａ．に示す常設耐震重要重大事故等対処設備

に係る機器・配管系の許容限界を適用する。 

ｃ．動的機器は，「安全審査 整理資料 第７条：地震による損傷の防

止」の「２．１．５．４ 許容限界」の「(２) 機器・配管系」に示す

「ｃ．動的機器」を適用する。 

(３) 基礎地盤の支持性能 

建物・構築物が設置する地盤の支持性能については，基準地震動又は

静的地震力により生じる施設の基礎地盤の接地圧が，安全上適切と認め

られる規格及び基準に基づく許容限界に対して，妥当な余裕を有するよ

う設計する。 
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２．４．５ 設計における留意事項 

２．４．５．１ 波及的影響 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，

Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常

設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故

等対処設備の波及的影響によって，事故等に対処するために必要な機能を

損なわれるおそれがないように設計する。 

 

２．５ 重大事故等対処施設の周辺斜面 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の周

辺斜面は，基準地震動による地震力に対して，重大事故等に対処するため

に必要な機能に影響を及ぼすような崩壊を起こすおそれがないものとする。

なお，当該施設の周辺においては，基準地震動による地震力に対して，重

大事故等に対処するために必要な機能に影響を与えるような崩壊を起こす

おそれのある斜面はない。 

 

２．６ 緊急時対策所の耐震設計 

緊急時対策所については，基準地震動による地震力に対して，重大事故

等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

緊急時対策建屋については，耐震構造とし，基準地震動による地震力

に対して，遮蔽性能を確保する。 

また，緊急時対策所の居住性を確保するため，鉄筋コンクリート構造

とし，基準地震動による地震力に対して，緊急時対策建屋の換気設備の性

能とあいまって緊急時対策所にとどまる原子力防災組織又は非常時対策組

織の要員の実効線量が７日間で100mSvを超えない設計とする。 
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なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界については，

「２．３ 地震力の算定方法」及び「２．４ 荷重の組合せと許容限界」

に示す建物・構築物及び機器・配管系を適用する。 

 

２．６ 主要施設の耐震構造 

２．６．１ 緊急時対策建屋 

緊急時対策建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート

造）で，地上１階（一部地上２階建て）（地上高さ約17ｍ），地下１階，

平面が約60ｍ（南北方向）×約79ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基

礎版上に設置する。 

 建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

２．６．２ 第１保管庫・貯水所 

第１保管庫・貯水所は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（保管庫）

（地上高さ約16ｍ，地下に第１貯水槽を収納する），地下１階（貯水槽），

平面が約52ｍ（南北方向）×約113ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な

基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

２．６．３ 第２保管庫・貯水所 

第２保管庫・貯水所は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（保管庫）

（地上高さ約16ｍ，地下に第２貯水槽を収納する），地下１階（貯水槽），

平面が約52ｍ（南北方向）×約113ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な

基礎版上に設置する。 

 建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 
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系

）
（

C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

精
製
建
屋

静
的
地
震
力

－

溶
解

設
備

の
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

緊
急

供
給

系
S

建
物
・

構
築
物

－ －
S

代
替
可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
緊
急
供
給

系 重
大
事
故
時
可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
供

給
回
路

－ －

B

第
２

－
１

表
　

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

主
要

設
備

）
の

設
備

分
類

第
3
4
条

　
臨

界
事

故
の

拡
大

を
防
止

す
る
た
め
の
設
備

系
統

機
能

設
備

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接
支
持
構
造
物

間
接
支
持
構
造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

前
処
理
建
屋

S
s

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

前
処
理
建
屋

静
的
地
震
力

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

精
製
建
屋

S
s

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
の

自
動
供

給
（

拡
大

防
止

）

B
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

機
器

・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

機
器

・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

精
製
建
屋

静
的
地
震
力

重
大
事
故
時
可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
供

給
系
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2
-
1
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（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備
名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

安
全
圧
縮
空

気
系

（
安

全
圧

縮
空

気
系

）
（

S
）

－

機
器
圧
縮
空

気
供

給
配

管
・

弁
安

全
圧

縮
空

気
系

S
－

一
般
圧
縮
空

気
系

（
一

般
圧

縮
空

気
系

）
（

C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

前
処
理
建
屋
，
精
製
建
屋

静
的
地
震
力

－

廃
ガ
ス
貯
留

設
備

の
隔

離
弁

－

廃
ガ
ス
貯
留

設
備

の
逆

止
弁

－

廃
ガ
ス
貯
留

設
備

の
廃

ガ
ス

貯
留

槽
－

廃
ガ
ス
貯
留

設
備

の
配

管
・

弁
－

廃
ガ
ス
貯
留

設
備

の
空

気
圧

縮
機

－
C

静
的
地
震
力

－

凝
縮
器

－

高
性
能
粒
子

フ
ィ

ル
タ

－

排
風
機

－

隔
離
弁

－

せ
ん
断
処
理

・
溶

解
廃

ガ
ス

処
理

設
備

主
配
管
・
弁

－

前
処
理
建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

主
配
管

（
前

処
理

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

）
（

S
）

－

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

塔
槽

類
廃
ガ
ス
処

理
設

備
　

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液
廃
ガ
ス

処
理

系
主

配
管

（
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

）
（

S
）

－

凝
縮
器

－

高
性
能
粒
子

フ
ィ

ル
タ

－

排
風
機

－

隔
離
弁

－

精
製
建
屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
塔
槽
類
廃
ガ

ス
処

理
系

（
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
系
）
主
配

管
・

弁
－

ウ
ラ
ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
塔
槽
類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

主
配

管
（

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

）
（

S
）

－

安
全
圧
縮
空

気
系

（
安

全
圧

縮
空

気
系

）
（

S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

前
処
理
建
屋
，
精
製
建
屋

S
s

－

一
般
圧
縮
空

気
系

（
一

般
圧

縮
空

気
系

）
－

一
般
冷
却
水

系
（

一
般

冷
却

水
系

）
－

第
１
低
レ
ベ

ル
廃

液
処

理
系

（
第

１
低

レ
ベ

ル
廃

液
処

理
系

）
－

主
排
気
筒

（
主

排
気

筒
）

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
－

－
支
持
鉄
塔
，
基
礎

S
s

－

（
せ

ん
断

処
理

・
溶

解
廃

ガ
ス

処
理

設
備

）
（

S
）

廃
ガ
ス
貯
留
設
備

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

前
処
理
建
屋
，
精
製
建
屋

S
s

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

直
接
支
持
構
造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

（
C
）

第
3
4
条

　
臨

界
事

故
の

拡
大

を
防
止

す
る
た
め
の
設
備

系
統

機
能

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

静
的
地
震
力

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

前
処
理
建
屋
，
精
製
建
屋

機
器

・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

－
S

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

（
精

製
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
）

（
S
）

貯
留

設
備

に
よ

る
放

射
性

物
質
の

貯
留

（
貯

留
対

策
）

S
s

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

S
s

前
処
理
建
屋

前
処
理
建
屋
，
洞
道

精
製
建
屋

精
製
建
屋
，
洞
道

建
物
・

構
築
物

間
接
支
持
構
造
物

前
処
理
建
屋
，
精
製
建
屋

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

機
器

・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

S
s

臨
界

事
故

に
よ

り
発

生
す

る
放
射

線
分

解
水

素
の

掃
気

（
影

響
緩

和
）

臨
界
事
故
時
水
素
掃
気
系
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2
-
1
6

（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備
名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

内
部
ル
ー
プ

配
管

・
弁

－

冷
却
コ
イ
ル

配
管

・
弁

－

冷
却
ジ
ャ
ケ

ッ
ト

配
管

・
弁

－

冷
却
水
給
排

水
配

管
・

弁
－

水
供
給
設
備

第
１
貯
水
槽

機
器
注
水
配

管
・

弁
－

冷
却
水
注
水

配
管

・
弁

－

水
供
給
設
備

第
１
貯
水
槽

冷
却
コ
イ
ル

配
管

・
弁

－

冷
却
ジ
ャ
ケ

ッ
ト

配
管

・
弁

－

冷
却
水
給
排

水
配

管
・

弁
－

水
供
給
設
備

第
１
貯
水
槽

配
管
・
弁

－

隔
離
弁

－

塔
槽
類
廃
ガ

ス
処

理
設

備
か

ら
セ

ル
に

導
出
す
る
ユ

ニ
ッ

ト
－

セ
ル
導
出
ユ

ニ
ッ

ト
フ

ィ
ル

タ
－

凝
縮
器

－

予
備
凝
縮
器

－

高
レ
ベ
ル
廃

液
濃

縮
缶

凝
縮

器
－

第
１
エ
ジ
ェ

ク
タ

凝
縮

器
－

気
液
分
離
器

－

凝
縮
液
回
収

系
－

ダ
ク
ト
・
ダ

ン
パ

－

凝
縮
器
冷
却

水
給

排
水

配
管

・
弁

－

冷
却
水
配
管

・
弁

（
凝

縮
器

）
－

水
供
給
設
備

第
１
貯
水
槽

ダ
ク
ト
・
ダ

ン
パ

－

主
排
気
筒
へ

排
出

す
る

ユ
ニ

ッ
ト

－

主
排
気
筒

（
主

排
気

筒
）

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
－

－
支
持
鉄
塔
，
基
礎

S
s

－

代
替
安
全
冷
却
水
系

安
全

冷
却

水
系

S
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

機
器

・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

S
s

代
替
セ
ル
排
気
系

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

S
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

機
器

・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建

屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋

S
s

第
4
1
条
に
記
載

S
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建

屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建

屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋

S
s

機
器

・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建

屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
，

洞
道

S
s

貯
槽

等
へ

の
注

水
（

拡
大

防
止

）
代
替
安
全
冷
却
水
系

安
全

冷
却

水
系

前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建

屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋

S
s

第
4
1
条
に
記
載

S
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

機
器

・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

S
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

機
器

・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建

屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋

S
s

S

内
部

ル
ー

プ
通

水
に

よ
る

冷
却

（
発

生
防

止
）

代
替
安
全
冷
却
水
系

安
全

冷
却

水
系

第
4
1
条
に
記
載

冷
却

コ
イ

ル
等

へ
の

通
水

に
よ
る

冷
却

（
発

生
防

止
）

代
替
安
全
冷
却
水
系

安
全

冷
却

水
系

第
4
1
条
に
記
載

セ
ル
導
出
設
備

建
屋

換
気

設
備

系
統

機
能

設
備

第
3
5
条

　
冷

却
機

能
の

喪
失

に
よ
る

蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
設
備

直
接
支
持
構
造
物

間
接
支
持
構
造
物

建
物
・

構
築
物

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

セ
ル

へ
の

導
出

経
路

の
構

築
及
び

代
替

セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

（
セ

ル
導

出
）

セ
ル

へ
の

導
出

経
路

の
構

築
及
び

代
替

セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

（
影

響
緩

和
）
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2
-
1
7

（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備
名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

水
素
掃
気
配

管
・

弁
－

機
器
圧
縮
空

気
供

給
配

管
・

弁
－

建
屋
内
空
気

中
継

配
管

－

圧
縮
空
気
自

動
供

給
貯

槽
－

圧
縮
空
気
自

動
供

給
ユ

ニ
ッ

ト
－

機
器
圧
縮
空

気
自

動
供

給
ユ

ニ
ッ

ト
－

機
器
圧
縮
空

気
供

給
配

管
・

弁
－

建
屋
内
空
気

中
継

配
管

－

圧
縮
空
気
手

動
供

給
ユ

ニ
ッ

ト
－

配
管
・
弁

－

隔
離
弁

－

水
封
安
全
器

－

塔
槽
類
廃
ガ

ス
処

理
設

備
か

ら
セ

ル
に

導
出
す
る
ユ

ニ
ッ

ト
－

セ
ル
導
出
ユ

ニ
ッ

ト
フ

ィ
ル

タ
－

ダ
ク
ト
・
ダ

ン
パ

－

ダ
ク
ト
・
ダ

ン
パ

－

主
排
気
筒
へ

排
出

す
る

ユ
ニ

ッ
ト

－

主
排
気
筒

（
主

排
気

筒
）

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
－

－
支
持
鉄
塔
，
基
礎

S
s

－

セ
ル
導
出
設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

S
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

機
器

・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建

屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋

S
s

代
替
セ
ル
排
気
系

水
素

爆
発

を
未

然
に

防
止

す
る
た

め
の

空
気

の
供

給
（

発
生

防
止

）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

S
s S
s

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建

屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋

S
s

機
器
・

配
管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建

屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
，

洞
道

系
統

機
能

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接
支
持
構
造
物

間
接
支
持
構
造
物

安
全

圧
縮

空
気

系
S

建
屋

換
気

設
備

S

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

第
3
6
条

　
放

射
線

分
解

に
よ

り
発
生

す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
設
備

水
素

爆
発

の
再

発
を

防
止

す
る
た

め
の

空
気

の
供

給
（

拡
大

防
止

）

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系

代
替
安
全
圧
縮
空
気
系

建
物
・

構
築
物

安
全

圧
縮

空
気

系
S

機
器
・

配
管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建

屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋

セ
ル

へ
の

導
出

経
路

の
構

築
及
び

代
替

セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

（
影

響
緩

和
）

セ
ル

へ
の

導
出

経
路

の
構

築
及
び

代
替

セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

（
セ

ル
導

出
）

24



 
2
-
1
8

（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備
名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
へ

の
供
給

液
の

供
給

停
止

（
拡

大
防

止
）

重
大
事
故
時
供
給
停
止
回
路

緊
急
停
止
系

（
精

製
建

屋
用

，
電

路
含

む
）

安
全

保
護

回
路

の
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

加
熱

蒸
気

温
度

高
に

よ
る

加
熱

停
止

回
路

S
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

機
器

・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

精
製
建
屋

S
s

－

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
の

加
熱
の

停
止

（
拡

大
防

止
）

重
大
事
故
時
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
加

熱
停
止
設
備

一
次
蒸
気
停

止
弁

一
般

蒸
気

系
C

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

精
製
建
屋

静
的
地
震
力

－

廃
ガ
ス
貯
留

設
備

の
隔

離
弁

－

廃
ガ
ス
貯
留

設
備

の
逆

止
弁

－

廃
ガ
ス
貯
留

設
備

の
廃

ガ
ス

貯
留

槽
－

廃
ガ
ス
貯
留

設
備

の
配

管
・

弁
－

廃
ガ
ス
貯
留

設
備

の
空

気
圧

縮
機

－
C

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

精
製
建
屋

静
的
地
震
力

－

高
性
能
粒
子

フ
ィ

ル
タ

－

隔
離
弁

－

排
風
機

－

廃
ガ
ス
ポ
ッ

ト
－

精
製
建
屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
塔
槽
類
廃
ガ

ス
処

理
系

（
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
系
）
主
配

管
・

弁
－

ウ
ラ
ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
塔
槽
類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

主
配

管
－

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

塔
槽

類
廃
ガ
ス
処

理
設

備
　

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液
廃
ガ
ス

処
理

系
主

配
管

－

セ
ル
排
気
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
－

グ
ロ
ー
ブ
ボ

ッ
ク

ス
・

セ
ル

排
風

機
－

精
製
建
屋
換

気
設

備
ダ

ク
ト

・
ダ

ン
パ

－

ウ
ラ
ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
換
気
設
備

ダ
ク

ト
・

ダ
ン

パ
－

安
全
圧
縮
空

気
系

（
安

全
圧

縮
空

気
系

）
（

S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

精
製
建
屋

S
s

－

一
般
圧
縮
空

気
系

（
一

般
圧

縮
空

気
系

）
－

一
般
冷
却
水

系
（

一
般

冷
却

水
系

）
－

第
１
低
レ
ベ

ル
廃

液
処

理
系

（
第

１
低

レ
ベ

ル
廃

液
処

理
系

）
－

主
排
気
筒

（
主

排
気

筒
）

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
－

－
支
持
鉄
塔
，
基
礎

S
s

－

廃
ガ
ス
貯
留
設
備

－
S

精
製
建
屋
，
洞
道

（
建

屋
換

気
設

備
）

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
）

直
接
支
持
構
造
物

間
接
支
持
構
造
物

建
物
・

構
築
物

精
製
建
屋

精
製
建
屋
，
洞
道

精
製
建
屋

S
s

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

S
s

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

精
製
建
屋

静
的
地
震
力

第
3
7
条

　
有

機
溶

媒
等

に
よ

る
火
災

又
は
爆
発
の
拡
大
防
止
の
た
め
の
設
備

系
統

機
能

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

精
製
建
屋

機
器

・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

S
s

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
に

よ
る

放
射
性

物
質

の
貯

留
（

貯
留

対
策

）

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
に

よ
る

放
射
性

物
質

の
貯

留
（

影
響

緩
和

）

25



 
2
-
1
9

（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備
名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

へ
の

注
水

水
供
給
設
備

第
１
貯
水
槽

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

へ
の

ス
プ
レ

イ
水
供
給
設
備

第
１
貯
水
槽

サ
イ
フ
ォ
ン

ブ
レ

ー
カ

－

止
水
板
及
び

蓋
－

燃
料
仮
置
き

ラ
ッ

ク
（

燃
料

取
出

し
設

備
）

－

燃
料
貯
蔵
ラ

ッ
ク

－

バ
ス
ケ
ッ
ト

仮
置

き
架

台
（

実
入

り
用
）

－

（
燃

料
貯

蔵
設

備
）

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

S
s

第
4
1
条
に
記
載

第
4
1
条
に
記
載

プ
ー

ル
水

浄
化

・
冷

却
設

備
　

プ
ー

ル
水

冷
却

系
（

プ
ー

ル
・

ピ
ッ

ト
へ

の
戻

り
の

配
管

の
逆

止
弁

）
S

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

S
s

間
接
支
持
構
造
物

建
物
・

構
築
物

第
3
8
条

　
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の
冷

却
等
の
機
能
喪
失
の
発
生
防
止
の
た
め
の
設
備

系
統

機
能

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接
支
持
構
造
物

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

の
水

の
漏
え

い
抑

制
漏
え
い
抑
制
設
備

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

に
お

け
る
臨

界
防

止
臨
界
防
止
設
備
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2
-
2
0

（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備
名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

へ
の

大
容
量

の
注

水
／

建
物

放
水

／
航

空
機

衝
突
に

よ
る

航
空

機
燃

料
火

災
及

び
化

学
火
災

に
係

る
措

置

水
供
給
設
備

第
１
貯
水
槽

第
4
1
条
に
記
載

第
4
0
条

　
工

場
等

外
へ

の
放

射
性
物

質
等
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備

系
統

機
能

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接
支
持
構
造
物

間
接
支
持
構
造
物

建
物
・

構
築
物
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2
-
2
1

（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備
名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

各
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の
水

源
確

保
／

工
場

等
外

へ
の

放
射

性
物
質

等
の

放
出

の
抑

制
に

係
る

対
応

の
た
め

の
水

源
確

保
／

第
２

貯
水

槽
か

ら
第
１

貯
水

槽
へ

の
水

の
補

給
／

敷
地

外
水
源

か
ら

第
１

貯
水

槽
へ

の
水

の
補

給

水
供
給
設
備

第
１
貯
水
槽

給
水

処
理

設
備

C
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

－
－

第
１
保
管
庫
・
貯
水
所

静
的
地
震
力

〇

第
２

貯
水

槽
か

ら
第

１
貯

水
槽
へ

の
水

の
補

給
水
供
給
設
備

第
２
貯
水
槽

給
水

処
理

設
備

C
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

－
－

第
２
保
管
庫
・
貯
水
所

静
的
地
震
力

〇

系
統

機
能

設
備

建
物
・

構
築
物

第
4
1
条

　
重

大
事

故
等

へ
の

対
処
に

必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接
支
持
構
造
物

間
接
支
持
構
造
物
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2
-
2
2

（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備
名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

受
電
開
閉
設

備
－

受
電
変
圧
器

－

非
常
用
電
源

建
屋

の
6
.
9
ｋ

Ｖ
非

常
用

主
母
線

－

前
処
理
建
屋

の
6
.
9
ｋ
Ｖ

非
常

用
母

線
－

制
御
建
屋
の

6
.
9
ｋ

Ｖ
非

常
用

母
線

－

ウ
ラ
ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
の
6
.
9
ｋ
Ｖ

非
常

用
母

線
－

使
用
済
燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設
の
6
.
9
ｋ

Ｖ
非

常
用

母
線

－

ユ
ー
テ
ィ
リ

テ
ィ

建
屋

の
6
.
9
ｋ

Ｖ
運

転
予
備
用
主
母

線
－

ユ
ー
テ
ィ
リ

テ
ィ

建
屋

の
6
.
9
ｋ

Ｖ
常

用
主
母
線

－

ユ
ー
テ
ィ
リ

テ
ィ

建
屋

の
6
.
9
ｋ

Ｖ
運

転
予
備
用
母
線

－

第
２
ユ
ー
テ

ィ
リ

テ
ィ

建
屋

の
6
.
9
ｋ

Ｖ
運
転
予
備
用

主
母

線
－

第
２
ユ
ー
テ

ィ
リ

テ
ィ

建
屋

の
6
.
9
ｋ

Ｖ
常
用
主
母
線

－

前
処
理
建
屋

の
6
.
9
ｋ
Ｖ

運
転

予
備

用
母

線
－

分
離
建
屋
の

6
.
9
ｋ

Ｖ
運

転
予

備
用

母
線

－

精
製
建
屋
の

6
.
9
ｋ

Ｖ
運

転
予

備
用

母
線

－

制
御
建
屋
の

6
.
9
ｋ

Ｖ
運

転
予

備
用

母
線

－

ウ
ラ
ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
の
6
.
9
ｋ
Ｖ

運
転

予
備

用
母

線
－

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

の
6
.
9

ｋ
Ｖ
運
転
予

備
用

母
線

－

低
レ
ベ
ル
廃

棄
物

処
理

建
屋

の
6
.
9
ｋ

Ｖ
運
転
予
備
用

母
線

－

使
用
済
燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設
の
6
.
9
ｋ

Ｖ
常

用
母

線
－

S
s

前
処
理
建
屋
，
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱
硝
建
屋
，
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・

貯
蔵
建
屋
，
制
御
建
屋
，
非
常
用
電
源
建

屋
，
洞
道

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
建
屋
，
第
２
ユ
ー
テ
ィ

リ
テ
ィ
建
屋
，
前
処
理
建
屋
，
分
離
建

屋
，
精
製
建
屋
，
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
混
合
脱
硝
建
屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ

ス
固
化
建
屋
，
低
レ
ベ
ル
廃
棄
物
処
理
建

屋
，
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
，

制
御
建
屋
，
洞
道

静
的
地
震
力

受
電
開
閉
設
備

（
受

電
開

閉
設

備
）

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
建
屋
，
第
２
ユ
ー
テ
ィ

リ
テ
ィ
建
屋

静
的
地
震
力

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に
よ

る
給

電

所
内
高
圧
系
統

（
非

常
用

所
内

高
圧

系
統

）
（

S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

第
4
2
条

　
電

源
設

備

系
統

機
能

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接
支
持
構
造
物

間
接
支
持
構
造
物

建
物
・

構
築
物

（
常

用
所

内
高

圧
系

統
）
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2
-
2
3

（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備
名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

非
常
用
電
源

建
屋

の
4
6
0
Ｖ

非
常

用
母

線
－

前
処
理
建
屋

の
4
6
0
Ｖ
非

常
用

母
線

－

分
離
建
屋
の

4
6
0
Ｖ

非
常

用
母

線
－

精
製
建
屋
の

4
6
0
Ｖ

非
常

用
母

線
－

制
御
建
屋
の

4
6
0
Ｖ

非
常

用
母

線
－

ウ
ラ
ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
の
4
6
0
Ｖ
非

常
用

母
線

－

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

の
4
6
0

Ｖ
非
常
用
母

線
－

使
用
済
燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設
の
4
6
0
Ｖ

非
常

用
母

線
－

ユ
ー
テ
ィ
リ

テ
ィ

建
屋

の
4
6
0
Ｖ

運
転

予
備
用
母
線

－

第
２
ユ
ー
テ

ィ
リ

テ
ィ

建
屋

の
4
6
0
Ｖ

運
転
予
備
用
母

線
－

前
処
理
建
屋

の
4
6
0
Ｖ
運

転
予

備
用

母
線

－

分
離
建
屋
の

4
6
0
Ｖ

運
転

予
備

用
母

線
－

精
製
建
屋
の

4
6
0
Ｖ

運
転

予
備

用
母

線
－

制
御
建
屋
の

4
6
0
Ｖ

運
転

予
備

用
母

線
－

ウ
ラ
ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
の
4
6
0
Ｖ
運

転
予

備
用

母
線

－

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

の
4
6
0

Ｖ
運
転
予
備

用
母

線
－

低
レ
ベ
ル
廃

棄
物

処
理

建
屋

の
4
6
0
Ｖ

運
転
予
備
用
母

線
－

低
レ
ベ
ル
廃

液
処

理
建

屋
の

4
6
0
Ｖ

運
転

予
備
用
母
線

－

ハ
ル
・
エ
ン

ド
ピ

ー
ス

貯
蔵

建
屋

の
4
6
0

Ｖ
運
転
予
備

用
母

線
－

ウ
ラ
ン
脱
硝

建
屋

の
4
6
0
V
運

転
予

備
用

母
線

－

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に
よ

る
給

電
所
内
低
圧
系
統

（
非

常
用

所
内

低
圧

系
統

）
（

S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建

屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
，

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
，
非
常

用
電
源
建
屋
，
制
御
建
屋
，
洞
道

S
s

（
常

用
所

内
低

圧
系

統
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
建
屋
，
第
２
ユ
ー
テ
ィ

リ
テ
ィ
建
屋
，
前
処
理
建
屋
，
分
離
建

屋
，
精
製
建
屋
，
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
混
合
脱
硝
建
屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ

ス
固
化
建
屋
，
低
レ
ベ
ル
廃
棄
物
処
理
建

屋
，
低
レ
ベ
ル
廃
液
処
理
建
屋
，
ハ
ル
・

エ
ン
ド
ピ
ー
ス
貯
蔵
建
屋
，
ウ
ラ
ン
脱
硝

建
屋
，
制
御
建
屋
，
洞
道

静
的
地
震
力

（
C
）

直
接
支
持
構
造
物

間
接
支
持
構
造
物

建
物
・

構
築
物

第
4
2
条

　
電

源
設

備

系
統

機
能

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕
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2
-
2
4

（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備
名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

使
用
済
燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設
の
第
１

非
常

用
直

流
電

源
設

備
－

非
常
用
電
源

建
屋

の
第

２
非

常
用

直
流

電
源
設
備

－

前
処
理
建
屋

の
第

２
非

常
用

直
流

電
源

設
備

－

分
離
建
屋
の

第
２

非
常

用
直

流
電

源
設

備
－

精
製
建
屋
の

第
２

非
常

用
直

流
電

源
設

備
－

制
御
建
屋
の

第
２

非
常

用
直

流
電

源
設

備
－

ウ
ラ
ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
の
第
２
非

常
用

直
流

電
源

設
備

－

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

の
第

２
非
常
用
直

流
電

源
設

備
－

ユ
ー
テ
ィ
リ

テ
ィ

建
屋

の
直

流
電

源
設

備
－

第
２
ユ
ー
テ

ィ
リ

テ
ィ

建
屋

の
直

流
電

源
設
備

－

前
処
理
建
屋

の
直

流
電

源
設

備
－

制
御
建
屋
の

直
流

電
源

設
備

－

低
レ
ベ
ル
廃

棄
物

処
理

建
屋

の
直

流
電

源
設
備

－

低
レ
ベ
ル
廃

液
処

理
建

屋
の

直
流

電
源

設
備

－

ハ
ル
・
エ
ン

ド
ピ

ー
ス

貯
蔵

建
屋

の
直

流
電
源
設
備

－

ウ
ラ
ン
脱
硝

建
屋

の
直

流
電

源
設

備
－

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に
よ

る
給

電第
4
2
条

　
電

源
設

備

系
統

機
能

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接
支
持
構
造
物

直
流
電
源
設
備

（
非

常
用

直
流

電
源

設
備

）

（
常

用
直

流
電

源
設

備
）

（
C
）

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

機
器
・

配
管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
，
非
常

用
電
源
建
屋
，
前
処
理
建
屋
，
分
離
建

屋
，
精
製
建
屋
，
制
御
建
屋
，
ウ
ラ
ン
・

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
，
高
レ
ベ

ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
，
洞
道

S
s

機
器
・

配
管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
建
屋
，
第
２
ユ
ー
テ
ィ

リ
テ
ィ
建
屋
，
前
処
理
建
屋
，
低
レ
ベ
ル

廃
棄
物
処
理
建
屋
，
低
レ
ベ
ル
廃
液
処
理

建
屋
，
ハ
ル
・
エ
ン
ド
ピ
ー
ス
貯
蔵
建

屋
，
ウ
ラ
ン
脱
硝
建
屋
，
制
御
建
屋
，
洞

道

静
的
地
震
力

間
接
支
持
構
造
物

建
物
・

構
築
物
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（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備
名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

前
処
理
建
屋

の
非

常
用

計
測

制
御

用
交

流
電
源
設
備

－

分
離
建
屋
の

非
常

用
計

測
制

御
用

交
流

電
源
設
備

－

精
製
建
屋
の

非
常

用
計

測
制

御
用

交
流

電
源
設
備

－

制
御
建
屋
の

非
常

用
計

測
制

御
用

交
流

電
源
設
備

－

ウ
ラ
ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
の
非
常
用

計
測

制
御

用
交

流
電

源
設

備
－

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

の
非

常
用
計
測
制

御
用

交
流

電
源

設
備

－

使
用
済
燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設
の
非
常

用
計

測
制

御
用

交
流

電
源

設
備

－

ユ
ー
テ
ィ
リ

テ
ィ

建
屋

の
計

測
制

御
用

交
流
電
源
設

備
－

第
2
ユ
ー
テ
ィ
リ

テ
ィ

建
屋

の
計

測
制

御
用
交
流
電
源

設
備

－

前
処
理
建
屋

の
計

測
制

御
用

交
流

電
源

設
備

－

分
離
建
屋
の

計
測

制
御

用
交

流
電

源
設

備
－

精
製
建
屋
の

計
測

制
御

用
交

流
電

源
設

備
－

制
御
建
屋
の

計
測

制
御

用
交

流
電

源
設

備
－

ウ
ラ
ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
の
計
測
制

御
用

交
流

電
源

設
備

－

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

の
計

測
制
御
用
交

流
電

源
設

備
－

使
用
済
燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設
の
計
測

制
御

用
交

流
電

源
設

備
－

前
処
理
建
屋

の
重

大
事

故
対

処
用

母
線

（
常
設
分
電

盤
，

常
設

電
源

ケ
ー

ブ
ル
）

－

分
離
建
屋
の

重
大

事
故

対
処

用
母

線
（
常
設
分
電

盤
，

常
設

電
源

ケ
ー

ブ
ル
）

－

精
製
建
屋
の

重
大

事
故

対
処

用
母

線
（
常
設
分
電

盤
，

常
設

電
源

ケ
ー

ブ
ル
）

－

ウ
ラ
ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
の
重
大
事

故
対

処
用

母
線

（
常

設
分

電
盤
，
常
設

電
源

ケ
ー

ブ
ル

）
－

高
レ
ベ
ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

の
重

大
事
故
対
処

用
母

線
（

常
設

分
電

盤
，

常
設
電
源
ケ

ー
ブ

ル
）

－

第
１
軽
油
貯

槽
－

第
２
軽
油
貯

槽
－

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備
に

よ
る

給
電

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備
に
よ

る
給

油
補
機
駆
動
用
燃
料
補
給
設
備

燃
料

貯
蔵

設
備

代
替
所
内
電
気
設
備

電
気

設
備

S
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

－
－

基
礎

S
s

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

間
接
支
持
構
造
物

建
物
・

構
築
物

S
機

器
・

配
管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建

屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋

S
s

第
4
2
条

　
電

源
設

備

系
統

機
能

（
S
）

機
器

・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接
支
持
構
造
物

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に
よ

る
給

電
計
測
制
御
用
交
流
電
源
設
備

（
非

常
用

計
測

制
御

用
交

流
電

源
設

備
）

（
常

用
計

測
制

御
用

交
流

電
源

設
備

）

前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建

屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
，

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
，
制
御

建
屋
，
洞
道

S
s

（
C
）

機
器
・

配
管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
建
屋
，
第
２
ユ
ー
テ
ィ

リ
テ
ィ
建
屋
，
前
処
理
建
屋
，
分
離
建

屋
，
精
製
建
屋
，
制
御
建
屋
，
ウ
ラ
ン
・

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
，
高
レ
ベ

ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
，
使
用
済
燃
料

受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
，
洞
道

静
的
地
震
力

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

32



 
2
-
2
6

（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備
名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

安
全
圧
縮
空

気
系

（
安

全
圧

縮
空

気
系

）
（

S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

S
s

－

一
般
圧
縮
空

気
系

（
一

般
圧

縮
空

気
系

）
（

C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

静
的
地
震
力

－

臨
界
検
知
用

放
射

線
検

出
器

－

廃
ガ
ス
貯
留

設
備

の
圧

力
計

－

廃
ガ
ス
貯
留

設
備

の
流

量
計

－

廃
ガ
ス
貯
留

設
備

の
放

射
線

モ
ニ

タ
－

溶
解
槽
圧
力

計
前
処
理
建
屋

－

廃
ガ
ス
洗
浄

塔
入

口
圧

力
計

精
製
建
屋

－

廃
ガ
ス
洗
浄

塔
入

口
圧

力
計

前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋

－

混
合
廃
ガ
ス

凝
縮

器
入

口
圧

力
計

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋

－

漏
え
い
液
受

皿
液

位
計

前
処
理
建
屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固

化
建
屋

－

貯
槽
温
度
計

－

貯
槽
液
位
計

－

漏
え
い
液
受

皿
液

位
計

分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，
ウ
ラ
ン
・
プ
ル

ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋

－

圧
縮
空
気
自

動
供

給
貯

槽
圧

力
計

分
離
建
屋
，
精
製
建
屋

－

廃
ガ
ス
洗
浄

塔
入

口
圧

力
計

前
処
理
建
屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固

化
建
屋

－

貯
槽
掃
気
圧

縮
空

気
流

量
計

－

水
素
掃
気
系

統
圧

縮
空

気
圧

力
計

－

貯
槽
温
度
計

－

プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

加
熱

蒸
気

温
度

計
－

廃
ガ
ス
洗
浄

塔
入

口
圧

力
－

プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

供
給

槽
液

位
計

－

供
給
槽
ゲ
デ

オ
ン

流
量

計
－

プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

圧
力

計
－

プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

気
相

部
温

度
計

－

プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

液
相

部
温

度
計

－

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

静
的
地
震
力

機
器

・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

S
s

前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建

屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋

計
装
設
備

機
器

・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
C
）

（
S
）

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

（
計

測
制

御
設

備
）

（
計

測
制

御
設

備
）

（
計

測
制

御
設

備
）

（
C
）

機
器

・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

精
製
建
屋

（
計

測
制

御
設

備
）

（
計

測
制

御
設

備
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

静
的
地
震
力

精
製
建
屋

計
装
設
備

（
計

測
制

御
設

備
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

冷
却

機
能

の
喪

失
に

よ
る

蒸
発
乾

固
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ

臨
界

事
故

の
拡

大
を

防
止

す
る
た

め
の

設
備

の
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

計
装
設
備

（
計

測
制

御
設

備
）

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建

屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋

S
s

放
射

線
分

解
に

よ
り

発
生

す
る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の
設

備
の

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

静
的
地
震
力

機
器

・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

機
器

・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

前
処
理
建
屋
，
精
製
建
屋

静
的
地
震
力

－
C

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建

屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

S
s

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

間
接
支
持
構
造
物

建
物
・

構
築
物

系
統

機
能

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接
支
持
構
造
物

第
4
3
条

　
計

装
設

備

圧
縮
空
気
設
備

S
s

計
装
設
備

（
S
）

有
機

溶
媒

等
に

よ
る

火
災

又
は
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ

共
通
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2
-
2
7

（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備
名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

廃
ガ
ス
貯
留

設
備

の
圧

力
計

－

廃
ガ
ス
貯
留

設
備

の
流

量
計

－

燃
料
貯
蔵
プ

ー
ル

等
水

位
計

－

燃
料
貯
蔵
プ

ー
ル

等
温

度
計

－

燃
料
貯
蔵
プ

ー
ル

等
状

態
監

視
カ

メ
ラ

－

放
射
線
監
視
設
備

ガ
ン
マ
線
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
（

放
射

線
監

視
設

備
）

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

静
的
地
震
力

－

計
装
設
備

燃
料
貯
蔵
プ

ー
ル

等
状

態
監

視
カ

メ
ラ

（
計

測
制

御
設

備
）

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

静
的
地
震
力

－

ガ
ン
マ
線
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

－

建
屋
内
線
量

率
計

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
，
前
処

理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，
ウ
ラ

ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
，
高

レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋

－

重
大

事
故

等
へ

の
対

処
に

必
要
と

な
る

水
の

供
給

設
備

の
監

視
パ

ラ
メ
ー

タ
計
装
設
備

貯
水
槽
水
位

計
（

計
測

制
御

設
備

）
（

C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

第
１
保
管
庫
・
貯
水
所
，
第
２
保
管
庫
・

貯
水
所

静
的
地
震
力

－

監
視
制
御
盤

（
制

御
室

）
（

C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

制
御
建
屋

静
的
地
震
力

－

安
全
系
監
視

制
御

盤
（

制
御

室
）

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

制
御
建
屋

S
s

－

情
報
把
握
計

装
設

備
用

屋
内

伝
送

系
統

－

建
屋
間
伝
送

用
無

線
装

置

－

間
接
支
持
構
造
物

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接
支
持
構
造
物

建
物
・

構
築
物

設
備

第
4
3
条

　
計

装
設

備

系
統

機
能

監
視

・
記

録
設

備
計
測
制
御
装
置

情
報
把
握
計
装
設
備

計
測

制
御

設
備

C
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

機
器
・

配
管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

静
的
地
震
力

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の
冷

却
等
の

た
め

の
設

備
の

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
計
装
設
備

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

静
的
地
震
力

（
計

測
制

御
設

備
）

（
C
）

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

静
的
地
震
力

－
C

精
製
建
屋

静
的
地
震
力

放
射
線
監
視
設
備

（
放

射
線

監
視

設
備

）
（

C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

工
場

等
外

へ
の

放
射

性
物

質
等
の

放
出

を
抑

制
す

る
た

め
の

設
備

の
監
視

パ
ラ

メ
ー

タ

前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建

屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
，

制
御
建
屋
，
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵

建
屋
，
第
１
保
管
庫
・
貯
水
所
，
第
２
保

管
庫
・
貯
水
所

機
器
・

配
管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

有
機

溶
媒

等
に

よ
る

火
災

又
は
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ

計
装
設
備

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
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2
-
2
8

（
つ

づ
き

）

中
央
制
御
室

送
風

機
－

制
御
建
屋
の

換
気

ダ
ク

ト
－

制
御
室
送
風

機
－

使
用
済
燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

の
換

気
ダ
ク
ト

－

制
御
建
屋
安

全
系

監
視

制
御

盤
制
御
建
屋

－

使
用
済
燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

安
全

系
監
視
制
御

盤
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

－

中
央
制
御
室
遮
蔽

中
央
制
御
室

遮
蔽

（
中

央
制

御
室

遮
蔽

）
制
御
建
屋

〇

制
御
室
遮
蔽

制
御
室
遮
蔽

（
制

御
室

遮
蔽

）
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

〇

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
制
御

室
換
気
設
備

計
測
制
御
装
置

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

－
－

静
的
地
震
力

S
s

（
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

制
御

室
換

気
設

備
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

第
4
4
条

　
制

御
室

静
的
地
震
力

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

制
御

室
遮

蔽
設

備

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

制
御

室
換

気
設

備

制
御
建
屋

S
s

制
御
建
屋
中
央
制
御
室
換
気
設
備

（
S
）

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

機
器

・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

（
制

御
室

）
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

（
制

御
建

屋
中

央
制

御
室

換
気

設
備

）
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（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備
名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

主
排
気
筒
の

排
気

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

排
気
筒
モ
ニ

タ
（

放
射

線
監

視
設

備
〉

（
S
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

S
s

－

主
排
気
筒
の

排
気

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

排
気
サ
ン
プ

リ
ン

グ
設

備
（

放
射

線
監

視
設

備
〉

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

静
的
地
震
力

－

北
換
気
筒
（

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建
屋
換
気

筒
）

の
排

気
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設
備
　
排

気
筒

モ
ニ

タ
－

北
換
気
筒
（

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建
屋
換
気

筒
）

の
排

気
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設
備
　
排

気
サ

ン
プ

リ
ン

グ
設

備
－

使
用
済
燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

換
気

設
備
（
建
屋

排
風

機
か

ら
北

換
気

筒
ま

で
の
ダ
ク
ト

）
（

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
制

御
室

換
気

設
備

）
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
，
洞
道

－

北
換
気
筒
（

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建
屋
換
気

筒
）

（
北

換
気

筒
）

－
－

支
持
鉄
塔
，
基
礎

－

環
境
モ
ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
 
ポ
ス

ト
－

環
境
モ
ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
ダ
ス
ト
 
モ
ニ
タ

－

代
替
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備

使
用
済
燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

換
気

設
備
（
ダ
ク

ト
の

一
部

）
（

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
換

気
設

備
）

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
管
理
建
屋

静
的
地
震
力

－

放
出
管
理
分

析
設

備
　

放
射

能
測

定
装

置
（
ガ
ス
フ

ロ
ー

 
カ

ウ
ン

タ
）

－

放
出
管
理
分

析
設

備
　

放
射

能
測

定
装

置
（
液
体
シ

ン
チ

レ
ー

シ
ョ

ン
 
カ

ウ
ン

タ
）

－

放
出
管
理
分

析
設

備
　

核
種

分
析

装
置

－

環
境
試
料
測

定
設

備
　

核
種

分
析

装
置

－

風
向

，
 
風

速
そ

の
他

の
気

象
条

件
の
測

定
環
境
管
理
設
備

気
象
観
測
設

備
（

環
境

管
理

設
備

）
（

C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

環
境
管
理
建
屋

静
的
地
震
力

－

試
料
分
析
関
係
設
備

（
試

料
分

析
関

係
設

備
）

主
排
気
筒
管
理
建
屋

第
4
5
条

　
監

視
測

定
設

備

系
統

機
能

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

線
量
の

測
定

（
C
）

静
的
地
震
力

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

分
析
建
屋

静
的
地
震
力

放
射
線
監
視
設
備

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
－

－
－

－

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接
支
持
構
造
物

間
接
支
持
構
造
物

建
物
・

構
築
物

機
器
・

配
管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

北
換
気
筒
管
理
建
屋

静
的
地
震
力

（
放

射
線

監
視

設
備

〉
（

C
）

（
放

射
線

監
視

設
備

）
（

C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
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2
-
3
0

（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備
名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

緊
急
時
対
策
建
屋

緊
急
時
対
策

建
屋

の
遮

蔽
設

備
－

S
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

－
－

緊
急
時
対
策
建
屋

S
s

〇

緊
急
時
対
策

建
屋

送
風

機
－

緊
急
時
対
策

建
屋

排
風

機
－

緊
急
時
対
策

建
屋

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

－

緊
急
時
対
策

建
屋

加
圧

ユ
ニ

ッ
ト

－

緊
急
時
対
策

建
屋

換
気

設
備

ダ
ク
ト
・
ダ

ン
パ

－

緊
急
時
対
策

建
屋

加
圧

ユ
ニ

ッ
ト

配
管
・
弁

－

対
策
本
部
室

差
圧

計
－

待
機
室
差
圧

計
－

監
視
制
御
盤

－

情
報
収
集
装

置
－

情
報
表
示
装

置
－

デ
ー
タ
収
集

装
置

（
デ

ー
タ

収
集

装
置

）
－

デ
ー
タ
表
示

装
置

（
デ

ー
タ

表
示

装
置

）
－

一
般
加
入
電

話

一
般
携
帯
電

話

衛
星
携
帯
電

話

フ
ァ
ク
シ
ミ

リ

統
合
原
子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

Ｉ
Ｐ

電
話

統
合
原
子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ
Ａ
Ｘ

統
合
原
子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

Ｔ
Ｖ

会
議
シ
ス
テ

ム

デ
ー
タ
伝
送

設
備

ペ
ー
ジ
ン
グ

装
置

専
用
回
線
電

話

緊
急
時
対
策

建
屋

用
発

電
機

－

緊
急
時
対
策

建
屋

高
圧

系
統

 
6
.
9
k
V
緊

急
時
対
策
建

屋
用

母
線

－

緊
急
時
対
策

建
屋

低
圧

系
統

 
4
6
0
V
緊

急
時
対
策
建
屋

用
母

線
－

燃
料
油
移
送

ポ
ン

プ
－

燃
料
油
配
管

・
弁

－

重
油
貯
槽

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
－

－
基
礎

S
s

－

必
要

な
指

示
及

び
通

信
連

絡
に
関

わ
る

設
備

緊
急
時
対
策
建
屋

緊
急
時
対
策
建
屋

S
s

静
的
地
震
力

第
4
7
条
に
記
載

第
4
7
条
に
記
載

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

機
器

・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

S

（
C
）

－
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

機
器

・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

緊
急
時
対
策
建
屋

代
替
電
源
設
備

－

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

緊
急
時
対
策
建
屋

S
s

系
統

機
能

設
備

第
4
6
条

　
緊

急
時

対
策

所

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備

緊
急
時
対
策
建
屋

情
報
把
握
設
備

再
処
理
事
業
所
外
へ
の
通
信
連
絡
設
備

再
処
理
事
業
所
内
へ
の
通
信
連
絡
設
備

S

機
器
・

配
管
等
の
支
持
構
造
物

緊
急

時
対

策
建

屋
電

源
設

備

S
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

機
器

・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備

緊
急
時
対
策
建
屋

S
s

居
住

性
を

確
保

す
る

た
め

の
設
備

緊
急
時
対
策
建
屋

換
気
設
備

－

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接
支
持
構
造
物

間
接
支
持
構
造
物

建
物
・

構
築
物
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2
-
3
1

（
つ

づ
き

）

設
備

分
類

設
備
名
称

構
成

す
る

機
器

設
備

耐
震

重
要

度
分

類
分

類

ペ
ー
ジ
ン
グ

装
置

前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建

屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
，

制
御
建
屋
，
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵

建
屋
，
緊
急
時
対
策
建
屋
，
ユ
ー
テ
ィ
リ

テ
ィ
建
屋
，
洞
道

－

所
内
携
帯
電

話
制
御
建
屋
，
低
レ
ベ
ル
廃
棄
物
処
理
建

屋
，
ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
建
屋
，
洞
道

－

専
用
回
線
電

話
制
御
建
屋
，
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵

建
屋
，
緊
急
時
対
策
建
屋
，
洞
道

－

一
般
加
入
電

話
制
御
建
屋
，
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵

建
屋

－

フ
ァ
ク
シ
ミ

リ
制
御
建
屋
，
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵

建
屋

－

プ
ロ
セ
ス
デ

ー
タ

伝
送

サ
ー

バ
制
御
建
屋

－

放
射
線
管
理

用
計

算
機

制
御
建
屋

－

環
境
中
継
サ

ー
バ

緊
急
時
対
策
建
屋

－

総
合
防
災
盤

制
御
建
屋

－

代
替
通
信
連
絡
設
備

代
替
通
話
系

統

通
信

連
絡

設
備

C
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
等

対
処

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

機
器
・

配
管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

前
処
理
建
屋
，
分
離
建
屋
，
精
製
建
屋
，

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建

屋
，
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
，

洞
道

静
的
地
震
力

－

一
般
加
入
電

話
制
御
建
屋
，
緊
急
時
対
策
建
屋

－

一
般
携
帯
電

話
緊
急
時
対
策
建
屋

－

衛
星
携
帯
電

話
制
御
建
屋
，
緊
急
時
対
策
建
屋

－

フ
ァ
ク
シ
ミ

リ
制
御
建
屋
，
緊
急
時
対
策
建
屋

－

統
合
原
子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

Ｉ
Ｐ

電
話

－

統
合
原
子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ
Ａ
Ｘ

－

統
合
原
子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

Ｔ
Ｖ

会
議
シ
ス
テ

ム
－

デ
ー
タ
伝
送

設
備

－

再
処

理
事

業
所

外
へ

の
通

信
連
絡

通
信
連
絡
設
備

（
通

信
連

絡
設

備
）

（
C
）

緊
急
時
対
策
建
屋

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・

配
管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

静
的
地
震
力

静
的
地
震
力

再
処

理
事

業
所

内
の

通
信

連
絡

通
信
連
絡
設
備

（
通

信
連

絡
設

備
）

（
C
）

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

等
対

処
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
機

器
・
配

管
等
の
支
持
構
造
物

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
等
対
処
設
備
以
外

の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

第
4
7
条

　
通

信
連

絡
を

行
う

た
め
に

必
要
な
設
備

系
統

機
能

設
備

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

〔
（

 
）

内
は

，
設

計
基

準
対

象
の

設
備

を
兼

ね
る

設
備

及
び

そ
の

耐
震

重
要

度
分

類
〕

直
接
支
持
構
造
物

間
接
支
持
構
造
物

建
物
・

構
築
物
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２章 補足説明資料 
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再
処

理
施

設
　

安
全

審
査

補
足

説
明

資
料

リ
ス

ト
令

和
2
年

4
月

2
8
 日

 R
1
0
 

(1
/
1
)

資
料

№
名

称
提

出
日

R
e
v

補
足

説
明

資
料

1
-
1

上
位

ク
ラ

ス
施

設
の

安
全

機
能

へ
の

下
位

ク
ラ

ス
施

設
の

波
及

的
影

響
の

検
討

に
つ

い
て

（
重

大
事

故
等

対
処

施
設

）
4
/
1
3

1
別

紙
1
　

上
位

ク
ラ

ス
施

設
の

安
全

機
能

へ
の

下
位

ク
ラ

ス
施

設
の

波
及

的
影

響
の

検
討

に
つ

い
て

（
重

大
事

故
等

対
処

施
設

）

補
足

説
明

資
料

1
-
2

水
平

２
方

向
及

び
鉛

直
方

向
地

震
力

の
組

合
せ

に
関

す
る

影
響

評
価

方
針

（
重

大
事

故
等

対
処

施
設

）
4
/
1
3

2
別

紙
2
　

水
平

２
方

向
及

び
鉛

直
方

向
地

震
力

の
組

合
せ

に
関

す
る

影
響

評
価

方
針

（
重

大
事

故
等

対
処

施
設

）

補
足

説
明

資
料

2
-
1

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
備

分
類

1
0
/
1
1

0
補

足
資

料
‐
1
　

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

設
備

分
類

考
え

方
・
サ

ン
プ

ル
の

み
を

示
す

 本
文

第
２

－
1
表

に
て

網
羅

し
て

い
る

た
め

削
除

補
足

説
明

資
料

2
-
2

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

網
羅

的
な

整
理

に
つ

い
て

1
/
1
0

3
添

付
資

料
‐
1
　

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

網
羅

的
な

整
理

に
つ

い
て

補
足

説
明

資
料

2
-
3
 

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

基
本

構
造

等
に

基
づ

く
既

往
の

耐
震

評
価

手
法

の
適

用
性

と
評

価
方

針
に

つ
い

て
4
/
1
3

1
補

足
資

料
‐
3
　

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

基
本

構
造

等
に

基
づ

く
既

往
の

耐
震

評
価

手
法

の
適

用
性

と
評

価
方

針
に
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補 1－1－1 

上位クラス施設の安全機能への下位クラス施設の波及的影響の検討について 

（重大事故等対処施設） 

1．概要

事業指定基準規則（以下「規則」という。）第７条別記２において，

耐震重要施設（Ｓクラス）が，下位のクラスに属する施設の波及的影響に

よって，安全機能を損なわれないように設計することが要求されている。 

重大事故等対処施設の耐震性に係る規則第31条「地震による損傷の防

止」の適用においても別記２に準ずるよう規定されていることから，安全

機能を有する施設の「耐震重要施設」と同等の耐震性の要求がある「常設

耐震重要重大事故等対処設備」に対して下位クラスに属する施設の波及的

影響によって重大事故等に対処するために必要な機能を損なわれないもの

とする。 

2．評価方針 

  波及的影響については，常設耐震重要重大事故等対処設備に用いる地震

動又は地震力を適用して影響評価を行う。なお，地震動又は地震力の選定

に当たっては，施設の配置状況，使用時間を踏まえて適切に設定する。 

 影響評価に当たっては，以下の４つの観点をもとに，敷地全体を俯瞰し

た調査・検討を行い，常設耐震重要重大事故等対処設備の重大事故等の対

処に必要な機能へ影響がないことを確認する。 

（1）設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下に

よる影響

（2）常設耐震重要重大事故等対処設備と下位クラス施設との接続部におけ

る相互影響
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補 1－1－2 

（3）建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による常設耐震

重要重大事故等対処設備への影響 

（4）建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による常設耐震

重要重大事故等対処設備への影響 

  具体的な評価方法については「安全審査 整理資料 第７条：地震によ

る損傷の防止」の「補足説明資料2－14」に示す。 
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補 1－2－1 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針 

（重大事故等対処施設） 

1．概要

重大事故等対処施設に係る水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

関する影響評価については，整理資料「第７条：地震による損傷の防止」

に示す安全機能を有する施設における評価方針に基づき実施する。 

2．評価対象 

  評価対象は「再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規

則」の第34条に規定されている常設耐震重要重大事故等対処設備が設置さ

れる重大事故等対処施設及びその間接支持構造物，並びにこれらの施設へ

の波及的影響防止のために耐震評価を実施する施設とする。耐震Ｂクラス

の施設については共振のおそれのあるものを評価対象とする。 

3．評価方針 

  具体的な評価方針については，「安全審査 整理資料 第７条：地震によ

る損傷の防止」の「補足説明資料2－３」に示す「耐震Ｓクラスの施設」

に対する評価を適用する。 
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補足説明資料２－２（３１条） 
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補 2－2－1 

重大事故等対処施設の網羅的な整理について 

1．重大事故等対処設備について，以下に該当する設備を網羅的に抽出して，

重大事故等対処設備の条文毎に整理した。

■「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」（以下「事業指

定基準規則」という。）第三章にて定められている以下の重大事故等対処

設備

・第34条 臨界事故の拡大を防止する設備

・第35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備

・第36条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設

  備 

・第37条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備

・第38条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

・第39条 放射性物質の漏えいに対処するための設備

・第40条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備

・第41条 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備

・第42条 電源設備

・第43条 計装設備

・第44条 中央制御室

・第45条 監視測定設備

・第46条 緊急時対策所

・第47条 通信連絡を行うために必要な設備

■重大事故等発生時に安全機能を有する施設としての機能を期待する重大事

故等対処設備
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補 2－2－2 

■技術的能力審査基準で設置を要求されている設備 

■事業指定基準規則第34条から第47条で要求されている設備が機能を発揮す

るために必要な系統（水源から注入先まで，流路を含む）及び間接支持構

造物，直接支持構造物 

 

2．第31条本文「第２－１表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分

類」について，以下のフローにて抽出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＳＴＡＲＴ】 
再処理施設の施設 

以下に該当するものを直接支持構造物，間接支持構造物含め網羅的に抽出 

・事業指定基準規則第 34 条から第 47 条で要求されている設備（当該設備が機能を発揮するた

めに必要な系統（水源から注入先まで，流路を含む）までを含む） 

・重大事故等発生時に安全機能を有する施設としての機能を期待する重大事故等対処設備 

・技術的能力審査基準で設置を要求されている設備 

以下に該当するか 
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外 

の常設重大事故等対処設備 
・常設耐震重要重大事故等対処設備 

 

第 31 条本文「第２－１表 重大事故等対処設備（主要設

備）」の設備分類に記載 
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令和 2 年 4 月 13 日 R1 

補足説明資料２－３（３１条） 

49



補 2－3－1 

重大事故等対処施設の基本構造等に基づく 

既往の耐震評価手法の適用性と評価方針について 

 

 重大事故等対処施設の耐震評価方針を定めるにあたり，重大事故等対処施

設について，実績のある安全機能を有する施設に適用する従前の評価方針・

手法が準用可能であるかを確認する。 

重大事故等対処施設のうち，新設施設については，型式，設置場所，設置

方式及び安全機能を有する施設との基本構造の差異を整理し，安全機能を有

する施設と基本構造等が同等のものは，安全機能を有する施設に適用する従

前の評価方針・手法を適用するが，基本構造等が異なる設備については，適

用する地震力に対して，要求される機能及び構造健全性が維持されることを

確認するため，適切にモデル化する等した上での地震応答解析，または加振

試験等を実施する。検討結果を表(１)，(２)に示す。 

なお，配管系（配管，弁，ダクト等）については基本構造等の差異はなく

評価方針・手法は従前のとおりであることから検討結果より省略する。 
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補 2－3－2 

（以下の表は基本検討段階のものであり，詳細検討の進捗状況により変更と

なる可能性がある。） 

(１) 常設耐震重要重大事故等対処設備 

設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構造の

差異 

① ② 

代替可溶性中

性子吸収材緊

急供給回路 

緊急停止系 前処理建屋  － － 無 無 

代替可溶性中

性子吸収材緊

急供給系 

代替可溶性中

性子吸収材緊

急供給槽 

前処理建屋 

スカート支持

たて置円筒形

容器 

ボルト固定 無 無 

セル導出設備 
セル導出ユニ

ットフィルタ 

前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウ

ラン・プルトニウム

混合脱硝建屋，高レ

ベル廃液ガラス固化

建屋 

高性能粒子フ

ィルタ内蔵形 
ボルト固定 無 無 

セル導出設備 凝縮器 

前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウ

ラン・プルトニウム

混合脱硝建屋，高レ

ベル廃液ガラス固化

建屋 

横置き多管式 ボルト固定 無 無 

セル導出設備 予備凝縮器 

前処理建屋，精製

建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋 

横置き多管式 ボルト固定 無 無 

セル導出設備 気液分離器 
高レベル廃液ガラ

ス固化建屋 
たて置円筒形 ボルト固定 無 無 

代替安全圧縮

空気系 

圧縮空気自動

供給貯槽 

分離建屋  横置円筒形 

ボルト固定 無 無 

精製建屋 たて置円筒形 

補器駆動用燃

料補給設備 

第１軽油貯槽

／第２軽油貯

槽 

屋外（地下） 横置円筒形 ボルト固定 無 無 
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補 2－3－3 

（つづき） 

設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構造の

差異 

① ② 

緊急時対策建

屋 

緊急時対策建

屋の遮蔽設備 
緊急時対策建屋 コンクリート 岩盤支持 無 無 

緊急時対策建

屋換気設備 

緊急時対策建

屋送風機 
緊急時対策建屋 遠心式 ボルト固定 無 無 

緊急時対策建

屋換気設備 

緊急時対策建

屋排風機 
緊急時対策建屋 遠心式 ボルト固定 無 無 

緊急時対策建

屋換気設備 

緊急時対策建

屋フィルタユ

ニット 

緊急時対策建屋 
高性能粒子フ

ィルタ内蔵形 
ボルト固定 無 無 

緊急時対策建

屋換気設備 

対策本部室差

圧計 
緊急時対策建屋 － 

サポート固

定 
無 無 

緊急時対策建

屋換気設備 
待機室差圧計 緊急時対策建屋 － 

サポート固

定 
無 無 

緊急時対策建

屋換気設備 
監視制御盤 緊急時対策建屋 直立盤 ボルト固定 無 無 

緊急時対策建

屋 情報把握設

備 

情報収集装置 緊急時対策建屋 － ボルト固定 無 無 

緊急時対策建

屋 情報把握設

備 

情報表示装置 緊急時対策建屋 － ボルト固定 無 無 

緊急時対策建

屋 代替電源

設備 

緊急時対策建

屋用発電機 
緊急時対策建屋 

ディーゼル発

電機 
ボルト固定 無 無 

緊急時対策建

屋 代替電源

設備 
燃料油移送ポ

ンプ 
緊急時対策建屋 歯車式 ボルト固定 無 無 

緊急時対策建

屋 代替電源

設備 
重油貯槽 屋外（地下） 横置円筒形 ボルト固定 無 無 
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補 2－3－4 

(２) （１）以外の常設重大事故等対処設備 

設備名称 設置場所 ①型式 ②設置方式 

基本構造の

差異 

① ② 

重大事故時可

溶性中性子吸

収材供給回路 

緊急停止系 精製建屋 － － 無 無 

重大事故時可

溶性中性子吸

収材供給系 

重大事故時可

溶性中性子吸

収材供給槽 

精製建屋 

スカート支持

たて置形円筒

容器 

ボルト固定 無 無 

廃ガス貯留設

備 
廃ガス貯留槽 

前処理建屋，精製

建屋 

スカート支持

たて置形円筒

容器 

ボルト固定 無 無 

水供給設備 
第１貯水槽／

第２貯水槽 

第１保管庫・貯水

所，第２保管庫・

貯水所 

コンクリート 岩盤支持 無 無 
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補 2－4－1 

設計用地震力 

重大事故等対処施設に適用する設計用地震力（動的地震力，静的地震力） 

について，施設区分に応じて以下のとおり示す。 

1．静的地震力

静的地震力は，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備に適用するものとし，以下の地震層せん断力係数及び震度に基づき算

定する。 

種別 

（注１） 

施設 

区分 

（注２）

耐震 

クラス

（注３）

地震層せん断力係数 

及び水平震度 

鉛直 

震度 

機器・配管系 

① Ｂ 1.8Ｃｉ － 

① Ｃ 1.2Ｃｉ － 

（注１）重大事故等対処施設の施設区分 

①：常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備

（注２）常設重大事故等対処設備の代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震

重要度分類のクラス 

（注３）Ｃｉ：標準せん断力係数を0.2とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考

慮して求められる値で次式に基づく。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０ 

Ｒｔ：振動特性係数 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０：標準せん断力係数 

（備考）常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備については，安全機

能を有する施設として設定されている耐震重要度分類のクラスに従って地震力を分類

する。 
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2．動的地震力 

動的地震力は，重大事故等対処施設の施設区分に応じて，以下の入力地震 

動に基づき算定する。 

種別 

（注１） 

施設 

区分 

（注２） 

耐震 

クラス 

  入力地震動（注３） 

水平 鉛直 

建物・構築物 ③，④ Ｓ 基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

機器・配管系 

② Ｓ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

① Ｂ 
設計用床応答（注４） 

地震動Ｓｄ×1／2 

設計用床応答（注４） 

地震動Ｓｄ×1／2 

（注１）重大事故等対処施設の施設区分 

①：常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備 

②：常設耐震重要重大事故等対処設備 

③：①，②が属する重大事故等対処施設が設置される建物・構築物 

④：緊急時対策建屋 

（注２）常設重大事故等対処設備の代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震

重要度分類のクラスを標記する。 

（注３）設計用床応答曲線は，基準地震動Ｓｓに基づき作成した設計用床応答曲線とする。 

（注４）水平及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある施設に適用する。 

（備考）常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備については，安全機

能を有する施設として設定されている耐震重要度分類のクラスに従って地震力を分類

する。 
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補 2－4－3 

2．設計用地震力 

設計用地震力について，下表に整理した。 

種別 

（注１） 

施設 

区分 

（注２） 

耐震 

クラス 

水平 鉛直 摘要 

建物・

構築物 
③，④ Ｓ 基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

（注３） 

荷重の組合せは，組

合せ係数法による。 

機器・

配管系 

② Ｓ 
設計用床応答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

（注５）（注６） 

荷重の組合せは，二

乗和平方根（SRSS）

法による。 

① 

Ｂ 

設計用床応答（注４） 

地震動Ｓｄ×1／2 

設計用床応答（注４） 

地震動Ｓｄ×1／2 

（注５）（注６） 

荷重の組合せは，二

乗和平方根（SRSS）

法による。 

静的震度1.8Ｃｉ － 静的地震力とする。 

Ｃ 静的震度1.2Ｃｉ － 静的地震力とする。 

（注１）重大事故等対処施設の施設区分 

①：常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備 

②：常設耐震重要重大事故等対処設備 

③：①，②が属する重大事故等対処施設が設置される建物・構築物 

④：緊急時対策建屋 

（注２）常設重大事故等対処設備の代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震

重要度分類のクラスを標記する。 

（注３）水平地震動と鉛直地震動を同時に考慮した解析結果を用いてもよいものとする。 

（注４）水平及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある施設に適用する。 

（注５）絶対値和法で組み合せてもよいものとする。 

（注６）水平における動的と静的の大きい方の地震力と，鉛直における動的と静的の大きい方

の地震力とを，絶対値和法で組み合わせてもよいものとする。 
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補 2-5-3 

１．はじめに 

重大事故等の状態で必要となる常設耐震重要重大事故等対処設 備（ 以下「SA 設

備」という。）については，待機状態において地震により必要な機能が損なわれず，

さらに重大事故等が長期にわたり継続することを念頭に，重大事故等における運

転状態と地震との組合せに対して必要な機能が損なわれない設計としている。  

本資料は，重大事故等時の状態における荷重の組み合わせにあたり，考慮すべ

き地震力について整理するものである。  

実用発電用原子炉は確率論的リスク評価手法が確立されており，重大事故等の

発生確率と基準地震動の年超過確率の兼ね合いにより，各運転状態及び重大事故

等時に組み合わせるべき地震力を検討している。 

しかし，再処理施設では，確率論的リスク評価手法が確立しておらず重大事故

等の発生確率を明確に算定したものはない。  

そこで，再処理施設の重大事故等時における運転状態と地震との組み合わせに

対しては，JEAG 等の規定に基づく実用発電用原子炉の運転状態に対応する確率と

地震力の組合せの考え方及び当社の基準地震動の年超過確率を踏まえて設定す

ることとする。 
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補 2-5-4 

２．規定内容の整理  

  荷重の組合せについては，「耐震設計に係る工認審査ガイド（平成 25 年 6 月 19

日原子力規制委員会決定）」の「4.2 荷重及び荷重の組合せ」において，「規制基

準の要求事項に留意して，JEAG4601 の規定を参考に」組み合わせることとされて

いることから，JEAG4601 補-1984 重要度分類・許容応力編における，荷重の組合

せに関する記載について，以下のとおり整理した。  

 

・「その発生確率が 10 -7回/炉・年」を下回ると判断される事象は，運転状態Ⅰ～

Ⅳに含めない。」とされている。  

・地震の従属事象については，「地震時の状態と，それによって引き起こされるお

それのあるプラントの状態とは，組合せなければならない。」とされている。  

・地震の独立事象については，「地震と，地震の独立事象の組合せは，これを確率

的に考慮することが妥当であろう。地震の発生確率が低く，継続時間が短いこ

とを考えれば，これと組み合わせるべき状態は，その原因となる事象の発生頻

度及びその状態の継続時間との関連で決まることになる。」とされている。  

 

以上の規定内容に基づき，JEAG4601 において組み合わせるべき荷重を整理した

ものを第２－１表に示す。第２－１表では，事象の発生確率，継続時間，地震動

の発生確率を踏まえ，その確率が 10 -7 回/炉・年以下となるものは組み合わせが

不要とされている。  
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第２－１表 運転状態と地震動との組合せの確率的評価  

 

JEAG4601 補 -1984 重要度分類・許容応力編より抜粋  
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補 2-5-6 

３．荷重の組み合わせに係る検討 

３．１ 検討概要 

再処理施設の常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設の耐震設計において，荷重の組み合わせにあたっては，地震によって引き起

こされるおそれがある事象（地震の従属事象）によって作用する荷重と基準地震

動による地震力とを組み合わせ，また，地震によって引き起こされるおそれがな

い事象（地震の独立事象）による荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及

び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動又は弾性設計

用地震動による地震力）と組み合わせることとし，組み合わせる地震力について

は，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工

学的，総合的に勘案の上設定することとしている。  

上記方針は，「２．規定内容の整理」に示した JEAG4601 補-1984 重要度分類・

許容応力編における，荷重の組み合わせに関する記載と整合しているほか，事業

指定基準規則の解釈別記２とも整合している。 

以上の設計方針を踏まえ，地震の独立事象による荷重と組み合わせる地震力に

ついて，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，

工学的，総合的な検討により検討を行う。  

なお，地震の従属事象による荷重の組合せについては，耐震重要施設が基

準地震動による地震力に対して，その安全機能が損なわれるおそれがないように

設計されていることから基準地震動による地震力と事故時荷重の組合せは不要

とする。 

 

３．２ 再処理施設の重大事故等の発生確率 

事業指定基準規則の解釈別記２における「地震によって引き起こされるおそれ

のない事象（地震の独立事象）」とは，再処理施設においては，重大事故の事象選

64



 

補 2-5-7 

定における内的事象によって発生するおそれのある事象が対象となる。 

再処理施設においては，確率論的リスク評価手法が確立しておらず，重大事故

等の発生確率を明確に算定したものはないことから，本検討においては発生確率

を保守的に見積もることとし，内的事象による重大事故等の発生確率を１／年程

度と設定する。 

 

３．３ 再処理施設の基準地震動の年超過確率 

  第３－３－１図に，再処理施設の地震ハザード評価結果を示す。地震ハザード

評価による一様ハザードスペクトルと基準地震動 Ss の応答スペクトルを比較す

ると，その年超過確率は，10 -4～10 -5／年程度である。また，第３－３－２図に示

すとおり，弾性設計用地震動 Sd との比較によれば，その年超過確率は，10 -3～10 -

4／年程度である。 
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第３－３－１図(1) 地震ハザード評価結果  

（一様ハザードスペクトルと基準地震動 Ss-A，B1～B5 の比較） 
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第３－３－１図(2) 地震ハザード評価結果  

（一様ハザードスペクトルと基準地震動 Ss-A，B1～B5 の比較） 
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第３－３－１図(3) 地震ハザード評価結果  

（一様ハザードスペクトルと基準地震動 Ss-C1～C4 の比較） 
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第３－３－１図(4) 地震ハザード評価結果  

（一様ハザードスペクトルと基準地震動 Ss-C1～Ss-C3 の比較） 

69



 

補 2-5-12 

  

   （水平方向）  

 

第３－３－２図(1) 地震ハザード評価結果  

（一様ハザードスペクトルと弾性設計用地震動 Sd-A，B1～B5 の比較） 
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   （鉛直方向）  

 

第３－３－２図(2) 地震ハザード評価結果  

（一様ハザードスペクトルと弾性設計用地震動 Sd-A，B1～B5 の比較） 
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第３－３－２図(3) 地震ハザード評価結果  

（一様ハザードスペクトルと弾性設計用地震動 Sd-C1～C4 の比較） 
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   （鉛直方向）  

 

第３－３－２図(4) 地震ハザード評価結果  

（一様ハザードスペクトルと弾性設計用地震動 Sd-C1～Ss-C3 の比較） 
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UHS_2015-11次（st）_10-3（領域8B_水平）

UHS_2015-11次（st）_10-4（領域8B_水平）

UHS_2015-11次（st）_10-5（領域8B_水平）

UHS_2015-11次（st）_10-6（領域8B_水平）

【Sd-C1_h】(620Gal)水平波形_留萌はぎとり_SP.waz

一様ハザードスペクトル（年超過確率 10-3）  

一様ハザードスペクトル（年超過確率 10-4）  

一様ハザードスペクトル（年超過確率 10-5）  

一様ハザードスペクトル（年超過確率 10-6）  

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ (Ｃ１～Ｃ３ ) 
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３．４ 組み合わせる地震力の検討  

内的事象による重大事故等時に組み合わせる地震力の検討にあたっては，

以下に示すとおり一定の保守性を考慮した条件を考慮する。  

①  「３．２ 再処理施設の重大事故等の発生確率」に示した通り，本検討

においては，内的事象による重大事故等の発生確率を高く見積もり，１

／年程度と設定する。  

②  荷重の組合せの判断は，①と重大事故等の継続時間との積で行うこととし，

その判断に用いるスクリーニング基準は，「２．規定内容の整理」に示した

JEAG4601 において組み合わせ不要とされている頻度 10 -7／年に保守性を考慮

し，10 -8／年の状態とする。 

③  考慮する地震動レベルは，基準地震動 Ss レベルの地震動（以下，「Ss 地震

動」という。）及び弾性設計用地震動 Sd レベルの地震動（以下，「Sd 地震

動」という。）とする。それぞれの地震動の発生確率は，地震ハザード評価結

果を踏まえた保守的な値として，Ss 地震動は 10 -4／年，Sd 地震動は 10 -3／年

とする。 

④   ①～③を踏まえ，考慮する地震動ごとに，組み合せるべき地震動に対応する

重大事故等の継続時間を設定する。  

 

上記に基づき地震起因の重大事故時に組み合せる必要のある地震力を検討し

た結果を第３－４－１表及び第３－４－１図に示す。 
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第３－４－１表 組合せの目安となる継続時間（内的事象）  

荷重の組合せを  

考慮する判断基準  

（※１）  

重大事故の  

発生確率  

（※２）  

地震動の発生確率  

（※３）  

組合せの目安とな

る継続時間  

10 -8 ／年以上  1／年  

Ｓｄ地震動  10 -3 ／年  
10 -5 年以上  

（約 5 分以上）  

Ｓｓ地震動  10 -4 ／年  
10 -4 年以上  

（約 50 分以上）  

※１：ＪＥＡＧ４６０１に示される判断基準 10 -7 を踏まえ，保守的に設定。  

※２：再処理施設では，確率論的リスク評価手法が確立しておらず重大事故等の発生

確率を明確に算定したものはないことから，発生確率を保守的に設定。  

※３：再処理施設における地震動の発生確率（ Ss 地震動： 10 -4～ 10 -5， Sd 地震動： 10 -

3～ 10 -4）を踏まえ，保守的に設定。  

 

 

 

第３－４－１図 荷重の組合せと継続時間の関係（イメージ）  
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３．５ 荷重の組み合わせの検討結果  

常設耐震重要重大事故等対処設備と重大事故等時の荷重の組合せについ

ては，いったん重大事故等が発生した場合，長時間継続する事象による荷重と

弾性設計用地震動による地震力とを組み合わせ，その状態からさらに長期的に

継続する事象による荷重と基準地震動による地震力を組み合わせる事となるが，

第３－４－１表に示すとおり，弾性設計用地震動との組合せの目安となる継続

時間がごく僅かであることから，重大事故等時の荷重と組み合わせる地震力は，

基準地震動による地震力とする。第３－５－２表に荷重の組合せを示す。  
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４．荷重の履歴による耐震評価への影響  

  常設耐震重要重大事故等対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計におけ

る許容限界である JEAG4601 に規定のⅣ A S を適用する。 

JEAG4601 に規定されるⅣ A S は，材料の塑性域にわずかに入ることを許容した

許容応力状態であり，Ⅳ A S における許容応力は，設計引張強さ Su 又は設計降伏

点 Sy に一定の係数を乗じて設定するものである。  

例として，Ｓクラス容器に適用する許容応力を第４－１表に，応力－ひずみ

線図と許容応力の関係を第４－１図にそれぞれ示す。  

第４－１表及び第４－１図より，Ⅳ A S は，破断延性限界に対して十分な余裕

を有し，基準地震動による地震力に対する安全機能を損なうおそれのない用件

を十分満足できるものである。  

 

 

第４－１表  Ｓクラス（容器）の許容応力  

重要度 

分 類 
荷重の組合せ 

許   容   限   界 

一次一般膜応力 
一次膜応力＋ 

一次曲げ応力 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋Ｓｄ 

Ｓｙ と 0.6Ｓｕ の小

さい方。ただし，オ

ーステナイト系ステ

ンレス鋼及び高ニッ

ケル合金については

1.2Ｓとの大きい方。 

左欄の 1.5 倍の値 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋Ｓｓ 0.6Ｓｕ 左欄の 1.5 倍の値 

 （安全審査  整理資料  第７条：地震による損傷の防止  補足説明資料 2－ 6 より一部抜粋）  
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第４－１図  応力－ひずみ線図と許容応力の関係  

次に，Ⅳ A S 相当の応力を生じさせる荷重が繰り返し作用した場合の耐震性へ

の影響について，発生応力（一次応力）が Sy を超える場合に生じるひずみ履歴

（イメージ図）を第４－２図に示し，以下のとおり検討する。  

(1) Ⅳ A S は，材料の塑性域にわずかに入ることを許容した許容応力状態であ

る。 

(2) 発生応力が設計降伏点 Sy 以下なら残留ひずみは生じない。（0→a→0） 

(3) 発生応力 SF(荷重 F による応力)が Sy を超える場合は，除荷後に残留ひず

みεr が生じる。（0→a→b→c） 

(4) 2 回目以降，荷重 F と同等の荷重が生じた場合，1 回目と同様の弾性的挙

動を示し，SF が発生する。(c→b) 

(5) (1)により，Ⅳ A S 相当の応力に対して，材料はわずかに塑性域に入る程度

であり，Ⅳ A S 相当の応力を生じる荷重が生じた場合，(3)と同様の挙動を示

す。 

(6) 2 回目以降，同様の荷重が発生したとしても，(4)の挙動を示すことから，

耐震設計においてⅣ A S を許容応力状態として適用することにより耐震性は確

保される。 

 
Ⅳ AS の許容値  

↑  
Ⅲ AS の許容値  
 

↑  
 
設計応力強さ Sｍ  

応力  

ひずみ  

設計降伏点 Sy 

設計引張強さ Su 

破断  0.6Su 

Min（ 0.6Su， Sy）  

79



 

補 2-5-22 

 

 

 

 

 

 

 

第４－２図  降伏点を越える場合のひずみ履歴イメージ (一次応力 ) 
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令和 2 年 4 月 28 日 R2 

 

 

 

 

 

補足説明資料２－６（３１条） 
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補 2-6-1 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備 

に適用する地震力について 

 

１．はじめに 

  再処理事業指定基準規則第31条「地震による損傷の防止」において，常

設重大事故等対処設備は代替する機能を有する設計基準事故に対処するた

めの設備に適用される地震力に対して耐震性を確保することが規定されて

いるが，当社の重大事故対策において，設計基準で想定していない設備に

よる事象及び事象進展を想定しており，一部の設備は代替する設計基準設

備がないものがある。 

  これらの設備については，重大事故等時における使用条件を踏まえて，

第７条「地震による損傷の防止」の耐震重要度の分類方法に倣い，地震を

起因とした機能喪失時において放射線による環境影響に応じ，耐震重要度

を分類し適用となる地震力を設定する。 

   

２．代替する設計基準設備がない設備 

(１) 設計基準設備を兼ねる常設重大事故等対処設備 

 重大事故等対処設備のうち，重大事故等時に安全機能を有する施設

としての機能を期待する，安全機能を有する施設であり，かつ重大事

故等対処設備である設備。耐震重要度分類は安全機能を有する設備を

同様とする。 

整理資料本文 「第２－１表 重大事故等対処設備（主要設備）の設

備分類」の「代替する機能を有する安全機能を有する施設」の設備名

称及び耐震重要度を（）内に記載する。 
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 (２) 重大事故等対処のみの常設重大事故等対処設備 

通常運転時には機能を必要とせず重大事故等対処のみに使用する常

設重大事故等対処設備であり，以下のとおり分類する。 

耐震重要度分類 

耐震 

クラス 

クラス別施設 

（第７条による） 

主要設備 

選定理由 対象 
条文 

設備名称 構成する機器 

Ｓ ａ．(ｆ) 上記(ｃ)，(ｄ)及

び(ｅ)に関連する施設で

放射性物質の外部への

放出を抑制するための

施設 

ⅰ．上記(ｃ)及び(ｄ)の

Ｓクラスの機器の廃

ガス処理設備のうち

安全上重要な施設。 

第34条 

第37条 

廃ガス貯留設

備 

・廃ガス貯留設備の廃ガス貯留

槽 

・廃ガス貯留設備の隔離弁 

・廃ガス貯留設備の逆止弁 

・廃ガス貯留設備配管・弁 

安全上重要な施設ではない

が，塔槽類廃ガス処理系と

同等の扱いとしＳクラスと

する。 

ａ．(ｇ) 上記(ａ)～(ｆ)の

施設の機能を確保する

ために必要な施設 

ⅲ．安全保護回路及

び保護動作を行う機

器。 

第34条 重大事故時可

溶性中性子吸

収材供給回路

及び重大事故

時可溶性中性

子吸収材供給

系 

・緊急停止系（精製建屋用，電

炉含む） 

・重大事故時可溶性中性子吸収

材供給貯槽＊1 

・重大事故時可溶性中性子吸収

材供給弁＊1 

・重大事故時可溶性中性子吸収

材供給系主配管・弁吸収材供

給系主配管・弁＊1 

（＊1:精製建屋一時貯留処理設

備の第７一時貯留処理槽用） 

精製建屋一時貯留処理設備

の第７一時貯留処理槽がＳ

クラス施設のため，その機

能を確保するためＳクラス

とする。 

Ｂ － 第34条 重大事故時可

溶性中性子吸

収材供給系 

・重大事故時可溶性中性子吸収

材供給貯槽＊2 

・重大事故時可溶性中性子吸収

材供給弁＊2 

・重大事故時可溶性中性子吸収

材供給系主配管・弁吸収材供

給系主配管・弁＊2 

（＊2:溶解設備のハル洗浄槽

用，エンドピース酸洗浄槽

用，精製建屋一時貯留処理設

備の第５一時貯留処理槽用） 

Ｓクラス「(ｇ) 上記(ａ)～(ｆ)の

施設の機能を確保するため

に必要な施設 ⅲ．安全保

護回路及び保護動作を行う

機器」に該当しないため，

Ｃクラス施設であるが，供

給先貯槽がＢクラスである

ため，本設備もＢクラスと

する。 

Ｃ ｃ．Ｃクラスの施設 

 上記Ｓ，Ｂクラスに

属さない施設。 

第34条 重大事故時可

溶性中性子吸

収材供給回路 

・緊急停止系（前処理建屋用，

電炉含む） 

Ｓクラス「(ｇ) 上記(ａ)～(ｆ)の

施設の機能を確保するため

に必要な施設 ⅲ．安全保

護回路及び保護動作を行う

機器」に該当しない。 

第43条 計装設備 ・貯留設備の放射線モニタ 

・貯留設備の圧力計 

・貯留設備の流量計 

・臨界検知用放射線検出器 

Ｓクラス「(ｇ) 上記(ａ)～(ｆ)の

施設の機能を確保するため

に必要な施設 ⅴ．計測制御

系統施設等に係る安全上重

要な施設のうち，地震後に

おいても，その機能が継続

して必要な施設」に該当し

ないためＣクラスとする。 
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耐震 

クラス 

クラス別施設 

（第７条による） 

主要設備 

選定理由 対象 
条文 

設備名称 構成する機器 

Ｃ ｃ．Ｃクラスの施設 

 上記Ｓ，Ｂクラスに

属さない施設。 

第34条 

第37条 

廃ガス貯留設

備 

・貯留設備の空気圧縮機 Ｓクラス「ａ．(ｆ) 上記(ｃ)，

(ｄ)及び(ｅ)に関連する施設で放

射性物質の外部への放出を抑

制するための施設 ⅰ．上記

(ｃ)及び(ｄ)のＳクラスの機器の

廃ガス処理設備のうち安全上

重要な施設」に該当しない。

また，Ｂクラス「ｂ．(ｂ) 放

射性物質の放出を伴うような

場合に，その外部放散を抑制

するための施設でＳクラスに

属さない施設 ⅱ．Ｂクラス

の機器の廃ガス処理設備のう

ち，塔槽類から排風機を経て

弁までの範囲」に該当しない

ためＣクラスとする。 

 

 

整理資料本文 「第２－１表 重大事故等対処設備（主要設備）の設

備分類」の「代替する機能を有する安全機能を有する施設」の設備名

称に「－」を記載及び耐震重要度に適用する耐震クラスを記載する。 
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